
- 33 - 

 

 

１ 消費者教育が育むべき力 

  国の基本方針においては，消費者教育の対象領域を「消費者市民社会の構築」

「商品等やサービスの安全」「生活の管理と契約」「情報とメディア」の４つ

に分類し，下表のとおり，対象領域ごとに消費者教育が育むべき力を定めてい

ます。 

  市においては，これを基本に据えて様々な取組みを推進していきます。 

 

国の基本方針における対象領域と消費者教育が育むべき力 

 

対象領域 消費者教育が育むべき力 

消費者市民

社会の構築 

・ 自らの消費が環境，経済，社会及び文化等の幅広い分野において，他

者に影響を及ぼし得るものであることを理解し，適切な商品やサービスを

選択できる力 

・ 持続可能な社会の必要性に気付き，その実現に向けて多くの人々と協力

して取り組むことができる力 

・ 消費者が，個々の消費者の特性や消費生活の多様性を相互に尊重しつ

つ，主体的に社会参画することの重要性を理解し，他者と協働して消費

生活に関連する諸課題の解決のために行動できる力 

商品等や 

サービスの

安全 

・ 商品等やサービスの情報収集に努め，内在する危険を予見し，安全性に

関する表示等を確認し，危険を回避できる力 

・ 商品等やサービスによる事故・危害が生じた際に，事業者に対して補償

や改善，再発防止を求めて適切な行動をとることができる力 

生活の管理

と契約 

・ 適切な情報収集と選択による，将来を見通した意思決定に基づき，自ら

の生活の管理と健全な家計運営をすることができる力 

・ 契約締結による権利や義務を明確に理解でき，違法・不公正な取引や勧

誘に気付き，トラブルの回避や事業者等に対して補償，改善，再発防止

を求めて適切な行動をとることができる力 

情報と 

メディア 

・ 高度情報化社会における情報や通信技術の重要性を理解し，情報の収

集・発信により消費生活の向上に役立てることができる力 

・ 情報，メディアを批判的に吟味して適切な行動をとるとともに，個人情報

管理や知的財産保護等，様々な情報を読み解く力を身に付け，活用でき

る力 

 

 

 

 

第３章 消費者教育推進の基本的な方向性 
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２ ライフステージに応じた体系的な実施 

国の基本方針において，消費者教育は，幼児期から高齢期までのライフステ

ージごとに，各段階の消費者の状況に応じて行わなければならないとされてい

ます。 

また，家庭，学校，地域，職場等様々な場において，それぞれのライフステ

ージの特徴に応じた効果的な教育を行うためには，行政，消費者，事業者など

の様々な主体が消費者教育のイメージを共有することが重要です。      

そこで，対象領域ごと，発達段階ごとの学習目標を理解し，ライフステージ

に応じた教育内容についての共通認識を持つための参考とするため，「消費者

教育の体系イメージマップ」（以下「イメージマップ」という。）が示されて

います。 

   市においては，この「イメージマップ」を活用し，消費者が体系的に消費者

教育を受ける機会の充実を図ります。 

 

 

           消費者教育の体系イメージマップ 
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３ 消費者の特性に対する配慮 

   消費者には，年齢，性別，障がいの有無のほか，消費生活に関する知識の量，

就業の状態等，居住形態，時間的余裕の有無，情報通信機器の利用可能の状況

など，それぞれの特性が考えられます。 

   消費者被害は，年齢層ごとに特徴があるなど，これらの特性によっては，消

費者問題が深刻化することもあり，消費者教育は消費者の特性に配慮をしなが

ら行うことが必要です。    

  特に，民法改正により成年年齢が引き下げられることから，児童・生徒およ

び若年者に対しては，学校において，学習指導要領に基づいた知識や技能を身

に着ける実践的な消費者教育のために学習の工夫等を進めるとともに，学校以

外の場でも様々な機会をとらえて消費者教育の充実を図ることが求められま

す。 

   また，高齢者の消費者教育については，高齢者においても年齢に幅があり，

生活状況や活動の状況は様々であるほか，加齢による判断力や身体的能力等の

低下は個人個人によって違いがあることから，高齢者の消費者教育・啓発につ

いては，こうした高齢者の多様性を踏まえた一層の工夫が必要となります。 

   さらに，身体障がい，知的障がい，精神障がい，発達障がいなどの障がいが

ある消費者に対しては，障がいの特性に応じた適切な方法による情報の提供そ

の他の必要な施策を講じることも求められています。中でも，高齢者や障がい

のある人など生活に支援が必要な人に対しては，その支援者等見守りを行う人

などに対する働きかけが重要となります。 

    

４ 様々な担い手による連携・協働 

   誰もが，どこに住んでいても，生涯を通じて，様々な場で，消費者教育を受

けることができるようにするためには，行政だけではなく，地域の団体，学校，

事業者，事業者団体，消費者団体，弁護士をはじめとした専門家などの様々な

担い手が消費者教育に携わることが期待されます。 
     そして，それぞれが単独で取り組むよりも，お互いの連携・協働を意識しな

がら取組みを進めていくことが消費者教育の推進にはより効果的です。家庭の

保護者，地域の団体，学校において子どもなどの消費者トラブルの情報が共有

されることは被害の未然防止・拡大防止につながります。   
また，高齢者等の見守りに関しては，行政における福祉部門と消費者行政部

門との連携，さらに地域の団体，事業者，消費生活サポーターなどの相互の連

携を図ることも必要です。消費者被害の防止の活動を行う事業者団体や専門家

の団体についても連携の取組みを行う中で，より多くの消費者との接点が生ま

れ，活動が充実すると考えられます。 
市においては，新たな担い手が消費者教育に参画されるよう連携の輪をひろ

げるためにコーディネイト機能を強化していきます。 
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なお，既に消費者教育を行っている担い手に対しては，その取組みの充実が

図られるよう，消費者教育の実践的な取組事例の紹介などにより支援をすると

ともに，本市を含めた担い手相互の連携強化に努めます。 
    

 

 
 

５ 他の消費生活に関連する教育と消費者教育との連携促進 

推進法では，環境教育，食育，国際理解教育その他の消費生活に関連する教

育に関する施策との有機的な連携を図ることとされています。これらの教育の

目的，内容はそれぞれ異なるものですが，消費者の自立を支援し，消費者市民

社会の形成に参画することの重要性について理解と関心を深める消費者教育

と重なる部分も少なくなく，連携して取り組むことで相乗効果をもたらすもの

と考えられます。 

環境教育は，世界で地球温暖化やプラスチックごみなどが大きな問題となっ

ている中，一人ひとりの生活が環境に及ぼす影響について理解を深めるものと

いえます。食育は，市民が生涯にわたって健全な心身を培い，豊かな人間性を

 

・消費生活相談の受付・助言等 

・関係所管相互間の連携 

・担い手のスキルアップへの支援 

・取組事例の紹介 

 

・消費者トラブルの回避      

・講座への参加とその 

情報伝達 

・広報紙などによる 

情報提供 

・消費者講座の実施 

（出前講座の活用） 

・従業員への消費者教育の

実施 

・消費者講座の実施 

・学習指導要領に基づく

指導 

・教職員への研修等 

行 政 
（消費生活センター・  

市関係部局・警察等）  

様々な担い手との連携 

市民(消費者)・家庭 地 域 

事業者・事業者団体 学 校 
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育むことを目的としていますが，食に関する「もったいない」という意識の涵

養，地産地消の推進といった持続可能な社会の形成を目指す消費者教育の課題

と重なっています。国際理解教育は，社会経済の国際化の進展に合わせ，海外

の文化や外国の人々への理解を深めることを通じて，環境や貧困など地球規模

の社会問題を考えていくことにつながる点で，消費者教育の課題と重なってい

ます。 

市においては，環境教育は「福岡市環境教育・学習計画」，食育は「福岡市

食育推進計画」に基づきそれぞれ実施しており，環境教育，食育，国際理解教

育などの消費生活に関連する教育を所管する部署，関係機関・団体との連携を

図りながら，「持続可能な開発目標（SDGｓ）」の実現を目指して，消費者教育

の効果的な推進に努めます。 

 

SDGs と消費者教育との主な関わり  
SDGｓの持続可能な開発目標は，消費者教育と次のように関わります。 
国の基本方針における消費者教育の対象領域を【】で示しています。 

関連する目標 消費者教育との関わり  

1.貧困をなくそう 【生活の管理と契約】  

・収支管理の方法や生活設計に関する知識の習得する  

・契約の仕組みやルールを理解し，トラブル解決のための法律や制度，  

  相談機関の利用など，トラブル対応能力を高める 

3.すべての人に  

健康と福祉を  

4.質の高い教育を  

みんなに  

 
     

【消費者市民社会の構築】【商品等やサービスの安全】【情報とメディア】  

・国際理解教育との連携を図り，文化の多様性や人権に配慮した取組みを 

推進する  

・高度情報化社会における情報や通信技術の重要性を理解し，消費生活を  

  向上させるとともに，情報モラルを身につける  

・商品などの安全性に関する表示等を確認し，危険を回避する  

・消費者教育の担い手を育成し，多くの人の学習の機会を促進する  

12.つくる責任  

 つかう責任  

 
 

【消費者市民社会の構築】  

・環境教育や食育との連携を図り、廃棄物の削減，食品ロスの削減に  

取り組む  

・エシカル消費への理解を深め，実践する 

14.海の豊かさを守ろう  

15.陸の豊かさも守ろう  

 

【消費者市民社会の構築】  

・環境教育や国際理解教育との連携を図り、世界的な自然環境破壊の実態

や国際社会の現状を把握し、持続可能な消費生活を促す活動に取り組む  

・自らの消費行動を多面的に振り返り、自然環境や社会的環境に与える影

響について慎重に考え，多様な価値観を受容できる力の醸成を目指す 

 


	・消費者講座の実施

